
『
中
将
姫
行
状
記
』
巻
一
一
一
「
十
歳
」
の
創
作
意
図

ー
「
野
馬
台
之
起
」
利
用
と
弟
豊
寿
丸
設
定
を
中
心
に
i

奈
良
県
当
麻
寺
に
伝
わ
る
「
当
麻
曇
陀
羅
」
は
、
中
将
姫
と
い
う
女
性
の
誓

願
に
よ
っ
て
仏
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
縁
起
語
の
重
要
な

要
素
と
し
て
継
子
い
じ
め
が
あ
る
。
中
将
姫
は
、
継
母
か
ら
の
虐
待
、
特
に
そ

の
最
大
の
も
の
で
あ
る
議
言
に
よ
る
処
刑
未
遂
と
、
そ
れ
を
免
れ
て
か
ら
の
山

中
で
の
隠
れ
住
ま
い
に
よ
っ
て
強
く
こ
の
世
の
無
常
を
感
じ
、
や
が
て
仏
の
道

へ
の
志
を
強
め
て
出
家
し
、
蔓
陀
羅
の
感
得
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

中
将
姫
伝
承
の
集
大
成
と
も
言
え
る
、
享
保
十
五
年
刊
の
致
敬
著
『
中
将
姫

行
状
記
』
(1)

巻
コ
二
十
歳
」
の
章
で
は
、
そ
う
し
た
継
子
い
じ
め
の
一
つ
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
失
敗
か
ら
継
母
照
夜
の
前
が
中
将
姫
へ
の
憎
し
み
を
更
に
募
ら

せ
、
処
刑
未
遂
の
き
っ
か
け
と
も
な
る
事
件
が
描
か
れ
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
は

坂
越

さ
や
か

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

横
侃
右
大
臣
豊
成
の
鐙
妻
と
な
っ
た
照
夜
の
前
は
、
前
妻
紫
の
前
の
子
中
将

姫
の
美
貌
や
才
智
を
妬
ん
で
い
た
が
、
豊
成
と
の
聞
に
産
ま
れ
た
息
子
で
あ
る

豊
寿
丸
が
成
長
す
る
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
継
子
の
中
将
姫
が
疎
ま
し
く
な
り
、

q
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A
せ

暗
殺
を
決
音
子
る
。
そ
の
謀
略
の
一
環
と
し
て
、
あ
る
と
き
、
長
柄
の
銚
子
の

中
に
隔
て
を
な
し
、
右
側
に
は
薬
酒
、
左
側
に
は
毒
酒
を
入
れ
る
と
い
う
仕
掛

け
を
作
っ
た
。
中
将
姫
と
豊
寿
丸
が
遊
ん
で
い
る
と
き
を
見
計
ら
い
、
照
夜
の

前
は
、
甘
酒
を
あ
げ
よ
う
と
二
人
に
声
を
か
け
、
盃
を
用
意
し
て
か
ら
、
仕
掛

け
を
施
し
た
銚
子
を
取
り
に
行
く
。
照
夜
の
前
が
席
を
外
し
て
い
る
問
に
、
天

井
か
ら
小
さ
な
蜘
妹
が
下
り
て
き
て
、
盃
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
糸
を
引
い
て
い

っ
た
。
そ
の
糸
は
、
「
母
ノ
手
ニ
酌
ル
長
柄
ニ
隔
ア
レ
パ
右
ハ
飲
ト
モ
左
ノ
マ
ザ

レ
」
と
い
う
文
字
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
中
将
姫
は
、
こ
れ
を
仏
神
の
御
告
だ

ろ
う
と
あ
り
が
た
く
受
け
止
め
、
陰
謀
に
備
え
る
。
照
夜
の
前
は
、
中
将
姫
に



は
左
側
の
毒
酒
、
豊
寿
丸
に
は
右
側
の
薬
酒
を
飲
ま
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ

が
、
い
ざ
銚
子
を
持
っ
て
く
る
と
、
緊
張
の
あ
ま
り
、
右
と
左
を
取
り
違
え
て

注
い
で
し
ま
う
。
中
将
姫
は
無
事
だ
っ
た
が
、
毒
酒
を
飲
ん
だ
豊
寿
丸
は
も
が

き
苦
し
ん
で
息
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
昭
一
夜
の
前
が
神
よ
仏
よ
と
祈
っ
て
も
、

E
U

心
深
い
者
の
祈
り
な
ど
聞
き
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
豊
寿
丸
が
生
き
返
る

こ
と
は
無
か
っ
た
。

こ
の
場
面
に
関
し
て
、
著
者
の
致
敬
は
、
照
夜
の
前
の
よ
う
に
普
段
の
行
い

の
悪
い
者
が
い
ざ
と
い
う
と
き
に
だ
け
神
仏
を
頼
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
中
将

姫
は
普
段
か
ら
『
称
讃
浄
土
経
』
を
読
諦
す
る
こ
と
で
阿
弥
陀
如
来
に
帰
依
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
助
か
っ
た
の
だ
と
結
論
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
『
法
華
経
』
「
普

門
品
」
に
、
観
音
の
力
を
念
ず
れ
ば
、
呪
誼
や
毒
薬
の
害
か
ら
救
わ
れ
、
そ
の

害
は
仕
掛
け
た
犯
人
の
も
と
へ
は
ね
返
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
阿
弥
陀
如
来
は

そ
の
観
音
の
師
匠
で
あ
る
か
ら
、
中
将
姫
に
も
同
様
の
利
益
が
あ
っ
た
の
だ
と

い
う
考
察
を
添
え
、
そ
の
後
に
、

然
ニ
今
、
蜘
昧
ト
成
テ
姫
君
ノ
難
ヲ
極
ヒ
玉
フ
ハ
、
仏
菩
薩
、
或
ハ
先
亡

ナ
サ

ノ
実
母
ノ
変
化
シ
テ
作
シ
メ
玉
フ
ト
コ
ロ
、
疑
フ
ベ
キ
ニ
非
ズ
。
例
セ
パ

救
世
菩
薩
蜘
妹
ト
変
ジ
テ
糸
ヲ
牽
キ
、
吉
備
公
ノ
命
ヲ
救
済
シ
玉
フ
ガ
知

ン〆。

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
類
話
を
続
け
る
。

即
チ
同
キ
孝
謙
帝
ノ
聖
代
、
天
平
勝
宝
二
年
、
吉
備
ノ
大
臣
〈
初
云
下
道

真
備
〉
遣
唐
使
ト
為
テ
唐
朝
ニ
渡
ル
。
即
チ
唐
ノ
玄
宗
皇
帝
ノ
時
ナ
リ
。

日
本
ノ
使
吉
備
公
ノ
才
ヲ
測
リ
、
智
慧
ヲ
試
ン
ト
テ
、
群
臣
ヲ
集

ヤ

パ

タ

イ

テ
評
議
シ
玉
フ
ニ
、
「
野
馬
台
ノ
詩
ヲ
読
シ
メ
ン
ニ
ハ
知
ジ
。
」
ト
云
。
抑

ホ

ワ

ジ

サ

タ

此
詩
ト
云
ハ
、
梁
武
帝
天
監
年
中
ニ
、
宝
誌
和
尚
ノ
作
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ

唐
帝
、

テ
、
五
言
十
二
韻
百
二
十
字
、
乱
行
縦
横
、
句
読
雑
錯
シ
テ
、
読
得
者
稀

ナ
リ
。
「
彼
ヲ
シ
テ
是
ヲ
読
シ
メ
、
若
シ
読
コ
ト
能
ズ
ン
パ
恥
辱
ヲ
与
へ
テ
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殺
害
セ
ン
。
」
ト
評
定
ス
。
コ
レ
ヨ
リ
先
ニ
、
安
倍
仲
麻
呂
、
遣
唐
使
ト
シ

テ
唐
朝
ニ
到
リ
、
帰
朝
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
命
終
ル
。
其
霊
魂
鬼
ト
成

テ
、
荒
原
ニ
住
テ
日
域
ヲ
慕
フ
。
然
ル
ニ
彼
霊
鬼
、
吉
備
公
ノ
旅
館
ニ

来
テ
、
形
ヲ
隠
シ
声
ノ
ミ
シ
テ
日
、
「
吾
ハ
是
前
ノ
遣
唐
使
阿
倍
仲
麻
呂
ナ

リ
。
貴
殿
明
日
朝
庭
ニ
出
ル
時
、
野
馬
台
ノ
詩
ヲ
読
シ
メ
ン
ト
評
議
相
定

シ
シ
モ
ン

ル
。
コ
ノ
詩
ハ
梁
朝
ニ
宝
誌
和
尚
ノ
製
ス
ル
ト
コ
ロ
、
倭
国
ノ
識
文
ナ
リ

ト
イ
ヘ
ド
モ
、
古
ヘ
ヨ
リ
、
天
子
、
公
卿
、
其
外
漢
朝
ノ
諸
儒
、
イ
マ
ダ

一
人
モ
読
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
貴
公
亦
読
得
コ
ト
難
カ
ル
ベ
シ
。
若
シ
読



ザ
ル
時
ハ
、
此
国
ノ
法
ト
シ
テ
、
身
ノ
上
ニ
害
ヲ
加
へ
ラ
レ
ン
。
吾
甚
ダ

コ
レ
ヲ
側
ム
故
ニ
、
来
テ
告
ル
者
ナ
リ
。
今
宵
能
斎
シ
テ
仏
菩
薩
ノ
加
被

力
ヲ
恵
、
扶
桑
六
十
余
州
ノ
カ
ヲ
籍
ニ
非
ン
パ
、
此
詩
ヲ
読
ム
コ
ト
能
、
ザ

ル
ベ
シ
。
」
ト
教
へ
巳
テ
音
モ
ナ
ク
ナ
リ
ヌ
。
吉
備
公
樗
然
ト
シ
テ
驚
キ
、

不
思
議
ノ
想
ヲ
ナ
シ
、
休
浴
シ
テ
身
ヲ
清
メ
、
東
方
我
本
国
ニ
向
ヒ
、
仏

菩
薩
、
神
明
権
現
ニ
祈
誓
シ
テ
加
被
力
ヲ
乞
、
別
シ
テ
平
生
信
ズ
ル
ト
コ

フ
シ
テ
ネ
ガ
ハ

「
伏
願
ク
ハ
、
朝
庭
ニ
シ
テ
野
馬

ロ
ノ
長
谷
寺
ノ
観
音
ニ
頼
ヲ
カ
ケ
、

台
ノ
識
文
滞
ナ
ク
明
然
ト
読
巴
、
本
国
ニ
帰
朝
セ
シ
メ
玉
へ
。
」
ト
稽
首
礼

拝
シ
テ
朝
ヲ
待
ツ
。
然
シ
テ
翌
日
吉
備
公
朝
参
シ
テ
天
子
ニ
観
ユ
ル
ニ
、

果
シ
テ
彼
詩
ヲ
出
シ
テ
読
ン
コ
ト
ヲ
勅
請
ス
。
吉
備
公
是
ヲ
拝
覧
ス
ル
ニ
、

文
字
、
句
義
、
紛
乱
ト
シ
テ
読
ガ
タ
ク
知
リ
難
シ
。
然
ル
ニ
観
音
陸
唾
、

大
悲
分
身
ノ
化
ヲ
垂
テ
小
キ
蜘
昧
ト
現
ジ
テ
、
彼
詩
百
二
士
字
ノ
正
中
「
東
」

ノ
字
ノ
上
ニ
落
テ
、
読
ベ
キ
次
序
ニ
随
テ
糸
ヲ
引
ι

吉
備
公
有
難
ト
力
ヲ

得
テ
、
其
糸
ニ
随
テ
読
テ
見
ル
ニ
疑
滞
ナ
シ
。
即
チ
天
子
ノ
前
ニ
シ
テ
声

高
ラ
カ
ニ
読
畢
玉
へ
パ
、
上
天
子
ヲ
始
メ
、
下
ハ
三
公
、
九
卿
、
百
官
ニ

至
マ
デ
、

日
本
ノ
智
徳
勝
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
賞
美
シ
、
感
歎
セ
ラ
レ
シ
ト
ナ

リ

な
お
、
こ
の
説
話
の
出
典
に
つ
い
て
は
、

野
馬
台
之
起
ト
云
小
冊
一
巻
ア
リ
。
誰
人
ノ
作
ト
云
コ
ト
未
詳
。
彼
書
中

一
右
ノ
事
跡
ヲ
捜
述
セ
リ
。
寛
暇
披
キ
テ
見
ツ
ベ
シ
。

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
に
対
す
る
参
考
と
し
て
他
の
文
献
の
引
用
を
付
す
の
は
、

『
行
状
記
』
全
体
に
見
ら
れ
る
特
色
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
特
に
「
十
歳
」

の

章
段
に
関
し
て
、
致
敬
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
参
考
資
料
を
選
択
し
、

引
用
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
資
料
と
関
連
す
る
本
文
の
部
分
に
は
ど
の
よ
う

F
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な
創
作
意
識
が
働
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
、
『
行
状
記
』
創
作

の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
「
野
馬
台
之
起
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
だ
っ
た
の
か
確
認
を
行
う
。

「
野
馬
台
之
起
」
で
そ
の
成
立
が
語
ら
れ
る
「
野
馬
台
詩
」
と
は
、
先
の
『
行

状
記
』
引
用
部
分
に
も
あ
る
通
り
、
梁
の
宝
誌
和
尚
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
芝
、

複
雑
に
配
列
さ
れ
た
百
二
十
字
か
ら
な
る
詩
で
あ
る
。



こ
の
詩
の
冒
頭
部
分
に
は
「
東
海
姫
氏
国
」
と
い
う
地
名
が
表
れ
る
。
「
遅
く

と
も
八
世
紀
後
半
、
奈
良
末
期
」
(3)

ま
で
に
は
、
そ
の
地
名
を
、
日
本
を
指
す

も
の
で
あ
る
と
し
、
続
く
部
分
を
日
本
の
歴
史
を
暗
示
し
た
も
の
と
す
る
読
み

が
、
国
内
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
最
も
古
い
記
録
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
が
、
『
延
暦
寺
護
因
縁
起
』
(
鎌

倉
時
代
末
成
立
)
中
に
、
「
野
馬
台
詩
」
に
対
す
る
注
釈
と
し
て
引
用
さ
れ
る
、

「
延
暦
九
年
注
」
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
注
の
内
容
は
、
称
徳
天
皇
の
死
に
伴

っ
て
臣
下
の
身
分
か
ら
即
位
し
た
光
仁
天
皇
に
よ
り
、
天
武
天
皇
の
系
統
が
絶

え
、
天
智
天
皇
の
系
統
に
交
替
し
た
と
い
う
、
延
暦
九
年
に
近
い
時
代
の
出
来

事
を
踏
ま
え
て
お
り
、
後
世
の
付
会
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
東
野
治
之
氏
に

よ
っ
て
検
証
さ
れ
て
い
る
す

)
O

「
野
馬
台
詩
」
の
内
容
は
、
国
家
の
混
乱
を
予
言
す
る
も
の
と
さ
れ
、
特
に
、

実
際
に
戦
乱
の
多
か
っ
た
中
世
期
に
は
寺
社
な
ど
に
お
い
て
熱
心
に
解
釈
が
試

み
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
注
釈
活
動
の
中
で
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
・
「
琵
琶
行
」

と
「
野
馬
台
詩
」
を
一
つ
に
合
せ
た
「
歌
行
詩
」
と
呼
ば
れ
る
書
物
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

5
0

近
世
に
入
る
と
、
こ
の
「
歌
行
詩
」
の
注
釈
書
が
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
多
く
の
人
々
が
「
野
馬
台
詩
」
と
過
去
の
歴
史
を
対
照
さ
せ
た
読
み
を

享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
林
鷲
峰
編
『
本
朝
一
人
一
首
』

(
寛
文
五
年
刊
)
巻
九
の
、

今
按
ず
る
に
、
宝
誌
何
以
て
か
予
め
殊
域
千
歳
の
後
を
知
ら
ん
哉
。
決
是

中
葉
以
後
、
好
事
僅
か
に
字
を
知
る
者
、
叡
山
座
主
の
『
未
来
記
』
、
『
天

王
寺
未
来
記
』
等
の
妾
説
に
倣
っ
て
作
す
る
也

E
。

と
い
う
記
述
の
よ
う
な
、
「
野
馬
台
詩
」
を
偽
作
と
断
じ
る
説
も
唱
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。

「
野
馬
台
詩
」
が
以
上
の
よ
う
な
享
受
史
を
辿
る
一
方
で
、
「
野
馬
台
詩
」
を
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伝
え
た
と
さ
れ
る
吉
備
真
備
の
説
話
は
、
次
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
。

吉
備
真
備
に
よ
る
「
野
馬
台
詩
」
読
解
の
最
も
古
い
例
『
江
談
抄
』
(
大
江
匡

房
談
、
藤
原
実
兼
筆
録
、
十
二
世
紀
初
頭
成
立
)
第
三
「
吉
備
入
唐
の
間
の
事
」

は
、
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
到
っ
た
吉
備
真
備
が
、
そ
の
才
能
を
妬
ん
だ
唐
人
達

に
よ
っ
て
楼
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
ま
だ
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
『
文
選
』

の
読
解
、
囲
碁
の
勝
負
な
ど
難
題
を
持
ち
か
け
ら
れ
る
が
、
先
の
遣
唐
使
で
、

唐
土
か
ら
帰
国
で
き
ぬ
ま
ま
没
し
、
鬼
と
な
っ
て
い
た
阿
倍
仲
麻
呂
の
助
け
を

得
て
乗
り
越
え
る
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
『
文
選
』
、
囲
碁
に
続
く
三
つ
自
の
難



題
と
し
て
、
「
野
馬
台
詩
」
の
読
解
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
際
の
記
述
は
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

し
か
る
に
ま
た
鬼
来
た
り
て
云
は
く
、
「
今
度
議
る
事
有
る
も
、
我
が
力
は

及
ば
ず
。
高
名
智
徳
の
密
法
を
行
ず
る
僧
の
宝
誌
に
課
せ
し
め
て
、
鬼
物

も
し
く
は
霊
人
の
告
ぐ
る
か
と
て
結
界
せ
し
め
て
、
文
を
作
り
て
、
貴
下

に
読
ま
せ
ん
と
い
ふ
事
あ
り
。
力
も
及
。
は
ず
。
」
と
云
ふ
に
、
吉
備
術
尽
き

て
居
た
る
問
、
案
の
ご
と
く
楼
よ
り
下
ろ
し
て
、
帝
王
の
前
に
て
、
そ
の

文
を
読
ま
し
む
る
に
、
吉
備
目
暗
み
て
、
お
よ
そ
こ
の
書
を
見
る
に
、
宇

見
え
ず
。
本
朝
の
方
に
向
か
ひ
て
、

し
ば
ら
く
本
朝
の
仏
神
〈
神
は
住
吉

大
明
神
、
仏
は
長
谷
寺
観
音
な
り
〉
に
訴
え
申
・
す
に
、
目
す
こ
ぶ
る
明
ら

か
に
し
て
、
文
字
ば
か
り
見
ゆ
る
に
、
読
み
連
ら
ぬ
ベ
き
様
な
き
に
、
蜘

一
つ
に
は
か
に
文
の
上
に
落
ち
来
て
、

い
を
ひ
き
て
つ
づ
く
る
を
み
て
読

み
了
ん
ぬ

(
7
}
O

こ
の
物
語
は
十
二
世
紀
末
成
立
の
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
や
十
三
世
紀
写

の
『
吉
備
大
臣
物
語
』
と
し
て
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
『
長
谷

寺
験
記
』
(
永
享
七
年
写
)

{

B

)

や
四
辻
善
成
編
の
源
氏
物
語
の
注
釈
書
『
河
海

抄
』
(
永
和
二
年
1
永
和
五
年
写
)
E
な
ど
に
お
い
て
長
谷
観
音
の
霊
験
と
の
結

び
つ
き
を
強
め
た
(
問

)
O

そ
う
し
た
経
過
を
経
て
広
ま
っ
た
吉
備
真
備
の
「
野
馬
台
詩
」
解
読
誇
は
、

近
世
に
お
け
る
「
歌
行
詩
」
の
中
の
「
野
馬
台
詩
」
部
分
の
序
文
の
一
つ
と
し

て
、
「
野
馬
台
之
起
」
と
い
う
題
で
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
下
に
、
『
長
恨
歌
伝
・
長
恨
歌
・
琵
琶
行
・
野
馬
台
』
(
元
和
末
刊
本
)
中

の
「
野
馬
台
之
起
」
よ
り
、
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
「
野
馬
台
詩
」
壁
訊
の
部

分
を
引
用
す
る
(
U
)
。

(
引
用
者
注
，
『
江
談
抄
』
と
同
様
に
、
第
一
の
囲
碁
の
勝
負
、
第
二
の

円

i
A
U
E
 

『
文
選
』
の
読
解
に
続
い
て
)
第
三
ニ
又
議
リ
テ
日
ク
、
乱
行
不
同
ノ
文

ヲ
作
ツ
テ
、
公
ヲ
シ
テ
読
マ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
。
宝
誌
和
尚
詔
命
ヲ
請
ウ
テ
、

「
野
馬
台
ノ
文
」
ヲ
作
リ
武
帝
ニ
奉
ル
。
漢
朝
ノ
学
士
、
群
集
シ
テ
之
ヲ

読
ム
ニ
、
極
メ
テ
其
ノ
理
ヲ
知
ラ
ズ
。
即
チ
五
言
十
二
韻
百
二
十
字
ハ
扶

桑
ノ
識
文
ナ
リ
。
鬼
又
公
ニ
告
ゲ
テ
日
ク
、
「
此
ノ
謀
術
有
リ
。
我
之
ヲ
善

ク
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
扶
桑
ハ
神
国
ナ
リ
。
願
ハ
ク
ハ
、
公
、
和
朝
ノ
仏

天
ニ
祈
ツ
テ
之
ヲ
述
プ
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
シ
」
ト
教
へ
畢
リ
テ
去
ヌ
。
時

ニ
公
、
倒
剥

N
刈
升
倭
東
ニ
向
テ
、
手
ヲ
挙
ゲ
頭
ヲ
低
レ
、
類
倒
閣
制
刈

I
l
l
1
1
1
E
P
i
-
-
1
2
1
1
1
 

升
云
ク
「
伏
シ
テ
葉
ハ
ク
ハ
、
仏
天
ノ
捌
樹
対
ヲ
以
テ
此
ノ
書
ヲ
一
宇



一
言
淵
引
矧
列
開
朗
朗
鮒
ト
シ
テ
帰
朝
セ
シ
ム
ベ
シ
」
ト
天
ニ
仰
ギ
地
ニ

伏
ス
。
蜘
司
倒
、

王
国
己
長
谷
吋
ノ

音
ヲ
信
ズ
。
時
ニ

身
ノ
化

ヲ
量
レ
テ
蜘
牒
ト
現
ジ
テ
彼
ノ
命
慮
ヲ
救
ヒ
玉
フ
。
即
チ
明
日

殿
上
ニ
於
イ
テ
此
ノ
書
ヲ
授
ケ
ラ
ル
。
文
字
紛
乱
ト
シ
テ
義
理
全
ク
知
リ

難
シ
。
意
既
ニ
悩
愁
ス
。
時
ニ
一
ツ
ノ
蜘
妹
来
テ
「
東
」
ノ
宇
ノ
上
ニ
落

升
糸
ヲ
引
ク
。
行
跡
ニ
依
リ
テ
鷲
ヲ
読
ム
ニ
忽
然
ト
シ
テ
開
明
セ
リ
。
故

ニ
殺
却
セ
ラ
レ
ズ
相
違
無
ク
帰
朝
シ
テ
、
君
ヲ
尭
舜
ニ
致
シ
民
ヲ
塗
炭
ニ

コ
ノ
カ
タ

救
フ
。
爾
シ
従
リ
巳
来
、
本
朝
ニ
於
イ
テ
蜘
昧
ヲ
以
テ
善
瑞
ト
為
ス
。

右
の
引
用
中
の
、
吉
備
真
備
が
日
本
の
神
仏
に
救
い
を
求
め
る
場
面
の
記
述

と
、
『
行
状
記
』
の
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
の
記
述
、

吉
備
公
博
然
ト
シ
テ
驚
キ
、
不
思
議
ノ
想
ヲ
ナ
シ
、
休
浴
シ
テ
身
ヲ
清
メ
、

東
方
我
本
国
ニ
向
ヒ
、
仏
菩
薩
、
神
明
権
現
ニ
祈
誓
シ
テ
捌
樹
対
列
乞
、

剖
ニ
頼
ヲ
カ
ケ
、
両
閥
外
ベ
、

朝
庭
ニ
シ
テ
野
馬
台
ノ
識
文
淵
刊
列
明
創
刊
読
巳
、
本
国
ニ
帰
朝
セ
シ
メ

玉
へ
。
」
ト
稽
首
礼
拝
シ
テ
朝
ヲ
待
ツ
(
中
略
)
。
然
ル
ニ
倒
剖
閥
樹
1
J刃

劉
剣
劇
パ
似
副
司
剖
州
側
叶
珂
刈
升
、
彼
詩
百
二
十
字
ノ
正
中
剥
「

ノ
弔
ノ
上
ニ
落
テ
、
読
ベ
キ
次
序
ニ
随
テ
糸
ヲ
司

を
比
較
す
る
と
、
傍
線
を
引
い
た
箇
所
を
中
心
に
、
似
通
っ
た
表
現
が
多
い
{
喧
。

こ
の
よ
う
な
表
現
・
内
容
の
一
致
よ
り
、
致
敬
が
参
照
し
た
「
野
馬
台
之
起
」

と
は
、
近
世
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
「
歌
行
詩
」
の
中
の
「
野
馬
台
之
起
」
の

部
分
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

「
野
馬
台
之
起
」
と
い
う
資
料
の
成
立
事
情
お
よ
び
内
容
は
、
第
二
節
で
確

認
し
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
資
料
を
致
敬
が
引
用
し
た
意
図
と
は
ど
の
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よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
行
状
記
』
の
著
者
致
敬
自
身
は
、

或
人
ノ
云
ク
「
侍
会
ノ
説
信
用
シ
難
シ
」
。
予
モ
亦
タ
此
ノ
評
ニ
与
セ
ン
者

カ

と
、
「
野
馬
台
之
起
」
引
用
の
直
後
に
記
し
て
お
り
、
『
本
朝
一
人
一
首
』
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
、
「
野
馬
台
詩
」
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
信
用
し
な
い

姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
『
行
状
記
』
の
引
用
部
分
よ
り
後
に
は
、



彼
書
ニ
云
ク
「
従
爾
巳
来
、
於
本
朝
、
以
蜘
妹
為
善
瑞
失
」
。
今
按
ズ
ル
ニ

蜘
昧
ニ
吉
凶
ア
リ
。
蜘
妹
凶
事
ヲ
為
コ
ト
古
キ
ニ
見
へ
テ
亦
少
カ
ラ
ズ
。

今
吉
事
ニ
約
シ
テ
善
瑞
ト
云
ナ
ラ
シ
。
諺
ニ
「
朝
ノ
蜘
妹
ハ
銭
貨
居
到
リ
、

タ
ノ
蜘
妹
ハ
賓
客
来
ル
」
ト
云
ヘ
リ
。

と
、
「
野
馬
台
之
起
」

の
内
容
を
受
け
た
考
察
が
続
き
、
「
タ
ノ
蜘
昧
ハ
賓
客
来

ル
」
の
例
証
と
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
か
ら
、
夫
で
あ
る
允
恭
天
皇
の
通
い
が
絶

え
て
い
た
折
に
、
衣
通
姫
が
蜘
妹
を
見
て
「
吾
セ
コ
ガ
来
ベ
キ
宵
ナ
リ
サ
、
ガ

ニ
ノ
蜘
妹
ノ
フ
ル
マ
ヒ
兼
テ
シ
ル
シ
モ
」
と
詠
じ
た
と
こ
ろ
、
偶
然
天
皇
が
側

に
来
て
お
り
、
そ
の
歌
に
感
じ
入
っ
て
い
た
と
い
う
話
を
引
い
て
、

蓋
中
ニ
歌
ヲ
顕
シ
テ
中
将
姫
ノ
危
難
ヲ
済
ヒ
、

又
糸
ヲ
吐
テ
乱
行
難
渋
ノ

詩
ヲ
読
シ
メ
、
帝
ノ
行
幸
ヲ
兼
テ
先
ヨ
リ
知
シ
ム
ル
者
、
皆
是
善
瑞
ト
云

ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。

と
、
「
野
馬
台
之
起
」
の
「
蜘
妹
を
以
て
善
瑞
と
為
す
」
と
い
う
説
を
補
強
す
る

よ
う
な
記
述
で
、
「
十
歳
」

の
章
を
終
え
て
い
る
。

致
敬
は
、
な
ぜ
こ
の
「
野
馬
台
之
起
」
を
、

一
度
は
信
頼
で
き
な
い
と
言
い

な
が
ら
、
「
蜘
昧
を
以
て
善
瑞
と
為
す
」
と
い
う
部
分
を
考
察
し
、
肯
定
し
な
お

し
た
上
で
、
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
行
状
記
』
で
は
、
作
品
の
本
筋
と
言
え
る
中
将
姫
の
物
語
の
各
場
面
に
対

し
て
、
そ
の
場
面
を
執
筆
し
た
際
に
致
敬
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
、
中
将

姫
物
語
と
は
直
接
の
関
係
が
無
い
文
献
が
、
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
例
が
、
巻
四
「
十
四
歳
」

の
章
の
、
継
母
の
議
言
で
処
刑
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
中
将
姫
の
身
代
り
と
し
て
家
臣
の
娘
瀬
雲
が
死
ぬ
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
は
『
多
国
玉
代
記
』
の
、
源
満
仲
の
息
子
美
女
丸
と
家
臣
の
息
子

幸
寿
丸
の
身
代
り
需
が
類
話
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
(
坦
。
家
臣
の
子
女
が

主
君
の
身
代
り
に
立
つ
と
い
う
物
語
の
展
開
は
、
『
行
状
記
』
以
前
に
は
見
ら
れ

-49ー

な
か
っ
た
、
致
敬
に
よ
っ
て
新
し
く
中
将
姫
物
語
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
展
開
の
仕
方
を
取
り
入
れ
る
際
に
参
照
さ
れ
た
の
が
、
直
後
に
引

用
さ
れ
て
い
る
『
多
目
玉
代
記
』
で
あ
っ
た
。

同
様
に
、
蜘
昧
の
助
け
に
よ
り
人
命
が
救
わ
れ
る
と
い
う
場
面
も
、
先
行
す

る
中
将
姫
作
品
に
は
登
場
し
な
い
。
お
そ
ら
く
致
敬
は
、
「
十
四
歳
」
の
章
で
行

っ
た
の
と
同
様
に
、
直
後
に
引
用
す
る
「
野
馬
台
之
起
」
か
ら
場
面
設
定
を
借

り
て
、
中
将
姫
が
毒
酒
の
難
を
逃
れ
る
こ
の
場
面
を
創
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

多
目
の
家
に
長
年
伝
わ
っ
て
き
た
書
物
だ
と
さ
れ
る
『
多
目
玉
代
記
』
や
、

構
成
・
内
容
と
も
に
不
可
思
議
な
漢
詩
「
野
馬
台
詩
」
に
付
さ
れ
た
解
説
で
あ



る
「
野
馬
台
之
起
」
な
ど
、
『
行
状
記
』
に
引
用
さ
れ
る
資
料
は
、
「
当
麻
曇
陀

羅
」
や
中
将
姫
に
直
接
は
関
係
し
な
い
分
野
の
も
の
が
多
い
。
致
敬
は
、
創
作

に
あ
た
っ
て
、
無
関
係
に
見
え
る
分
野
の
逸
話
と
中
将
姫
物
語
を
結
び
つ
け
る

と
い
う
点
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
野
馬
台
之
起
」
の
物
語
の
中
で
は
、
吉
備
真
備
を
助
け
た
蜘
妹
は
長

谷
寺
の
観
音
の
化
身
で
あ
り
、
「
野
馬
台
之
起
」
全
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
観
音
の
功
徳
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
、
民
衆
の
教
化
を

目
的
と
す
る
作
品
の
作
者
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
中
将
姫
は
長

谷
観
音
の
申
し
子
と
さ
れ
て
い
る
。
致
敬
は
、
か
け
離
れ
た
作
品
か
ら
の
趣
向

の
借
用
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
中
将
姫
の
出
生
と
の
関
連
付
け

を
も
意
図
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、

日
本
の
未
来
を
予
言
す
る
詩
が
異
国
で
作
ら
れ
て
い

た
と
す
る
荒
唐
無
稽
な
伝
説
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
の
「
蜘
昧
を
以
て
善
瑞
と

為
す
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
信
用
で
き
る
と
強
調
し
て
ま
で
、
「
野
馬
台
之

起
」
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
z=
早
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
野
馬
台
之
起
」
は
、
中
将
姫
の
異
母
弟
豊
寿
丸
が
照
夜
の

前
に
よ
っ
て
誤
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
場
面
に
、
致
敬
が
物
語
を
作
る
際
の
参

考
資
料
と
し
て
、
ま
た
、
物
語
の
享
受
者
が
仏
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る
た
め
に

参
照
す
べ
き
資
料
と
し
て
付
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
「
野
馬
台
之
起
」
は
、
中
将
姫
が
蜘
妹
の
導
き
に
よ
っ
て
毒
殺
の
危
機
か
ら

逃
れ
る
場
面
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
参
考
資
料
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
後
の

場
面
で
、
誤
っ
て
注
が
れ
た
毒
酒
を
飲
ん
で
死
ん
で
し
ま
う
彼
女
の
異
母
弟
豊

寿
丸
が
設
定
さ
れ
た
の
は
、
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、
中
将
姫
伝
承
に
お
け
る
、
主
人
公
の
兄
弟
や
姉
妹
に
あ
た
る
登
場
人

物
に
関
し
て
検
証
す
る
。

『
行
状
記
』
以
前
に
も
、
中
将
姫
に
弟
が
い
た
と
す
る
資
料
は
存
在
し
て
い

る
。
致
敬
が
『
行
状
記
』
執
筆
の
際
に
参
考
に
し
て
い
た
(
M
)
、
「
当
麻
憂
陀
羅
」

の
解
説
書
で
あ
る
、
酉
誉
聖
聡
著
「
当
麻
曇
陀
羅
疏
」
巻
七
(
永
享
八
年
頃
成

立
)
に
、
中
将
姫
に
弟
の
「
少
将
」
が
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
少
将

は
姫
の
二
歳
年
下
の
同
母
弟
で
あ
る
。
「
当
麻
憂
陀
羅
疏
」
に
記
述
さ
れ
る
中
将

姫
の
物
語
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。



横
侃
右
大
臣
豊
成
と
そ
の
北
の
方
は
、
長
谷
寺
に
参
詣
し
て
女
児
を
得
、
二

年
後
に
は
男
児
も
授
か
る
。
姉
七
歳
、
弟
五
歳
の
と
き
北
の
方
は
病
没
し
、
豊

成
は
左
大
臣
橘
諸
房
の
娘
を
後
妻
に
迎
え
る
。
後
妻
は
次
第
に
継
子
達
を
憎
む

よ
う
に
な
り
、
姉
九
歳
、
弟
七
歳
の
と
き
、
姉
弟
を
葛
木
山
の
地
獄
谷
に
捨
て

て
し
ま
っ
た
。
姉
弟
は
何
と
か
生
き
延
び
、
偶
然
こ
の
事
件
の
こ
と
を
耳
に
し

た
帝
の
情
け
に
よ
り
助
け
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
亡
き
実
母
の
為
に
『
称
讃
浄

土
経
』
を
書
写
す
る
姫
の
姿
に
心
を
打
た
れ
た
帝
が
、
「
姉
君
ハ
十
三
ニ
シ
テ
中

将
ノ
内
侍
ニ
ナ
サ
レ
、
弟
ノ
息
男
ヲ
パ
十
一
歳
ニ
シ
テ
少
将

E
d
)
と
、
官

ひ
ば
り

職
を
与
え
た
。
中
将
姫
は
後
に
も
う
一
度
紀
州
在
田
郡
館
山
へ
連
れ
去
ら
れ
、

武
士
に
斬
り
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
処
刑
役
の
武
士
の
改
心
に
よ
っ
て
助
か

り
、
十
五
歳
で
生
還
す
る
。
中
将
姫
は
翌
年
、
十
六
歳
の
年
に
、
世
を
憂
い
、

ま
た
、
そ
の
頃
弟
の
少
将
と
死
別
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
麻
寺
で
出
家
し
、

阿
弥
陀
如
来
と
観
音
の
化
身
に
よ
っ
て
憂
陀
羅
を
得
る
。

こ
こ
で
描
か
れ
た
中
将
姫
姉
弟
の
受
難
の
う
ち
、
鵠
(
雲
雀
)
山
で
の
中
将

姫
の
処
刑
未
遂
は
、
『
行
状
記
』
も
含
め
て
、
後
世
の
中
将
姫
も
の
で
は
大
き
く

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
重
要
な
事
件
な
の
で
あ
る
が
、
「
当
麻
憂
陀
羅
疏
」
の
少

将
は
、
こ
の
事
件
に
は
ま
っ
た
く
関
わ
っ
て
い
な
い
。
中
将
姫
生
還
後
に
、
十

四
歳
で
病
死
し
、
中
将
姫
の
出
家
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
る
以
外
、
あ
ま
り

目
立
っ
た
記
述
は
な
い
。

ま
た
、
「
当
麻
憂
陀
羅
疏
」
巻
八
に
は
、
巻
七
に
取
り
上
げ
た
中
将
姫
の
説
話

に
関
す
る
様
々
な
検
証
を
列
ね
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
、

又
間
フ
、
「
三
巻
伝
」
、
「
七
巻
抄
」
井
本
寺
縁
起
ニ
ハ
流
罪
ノ
事
ニ
仇
ラ
ズ
、

一
五
巻
抄
」
〈
了
恵
〉
、
中
将
姫
三
歳
ノ
時
弟
少
将
生
ル
、
姉
ノ
君
七
歳
、

弟
少
将
五
歳
ノ
時
、
継
母
ノ
悪
ニ
依
テ
葛
木
山
ノ
地
獄
ガ
谷
へ
捨
テ
置
カ

レ

〈
云
々
〉
。
(
中
略
)
此
中
兄
弟
二
人
ト
了
恵
ハ
記
ス
。

唱

E
A

F
同
u

一
女
ノ
異
説
、

流
罪
ノ
有
無
異
説
、

文
流
罪
ニ
付
テ
ノ
年
数
異
説
、
配
流
ノ
所
処
、
諸
説

不
同
也
(
引
用
者
注
'
「
三
巻
伝
」
「
七
巻
抄
」
、
了
恵
著
「
五
巻
抄
」
は
、

現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
「
当
麻
曇
陀
羅
」
に
関
す
る
注
釈
書
)
。

と
、
「
当
麻
蔓
陀
羅
疏
」
以
前
か
ら
も
、
「
一
女
ノ
異
説
」

つ
ま
り
中
将
姫
は
横

侃
家
に
お
け
る
一
人
娘
だ
っ
た
と
す
る
説
を
は
じ
め
、
中
将
姫
伝
承
に
様
々
な

異
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
当
麻
塁
陀
羅
疏
」
を
元
に
描
か
れ
た
絵
巻
「
当
麻
寺
縁
起
」
(
享
禄
四
年
完

成
、
当
麻
寺
蔵
)
に
は
弟
が
登
場
し
、
二
度
山
中
に
捨
て
ら
れ
た
様
が
描
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
「
当
麻
蔓
陀
羅
疏
」
か
ら
あ
ま
り
成
立
年
代
の
下
ら
な
い
作



品
で
あ
る
謡
曲
「
当
麻
」
「
雲
雀
山
」
や
近
世
中
期
頃
写
の
奈
良
絵
本
「
中
し
ゃ

う
ひ
め
」
(
理
、
絵
巻
{
ぜ
、
慶
安
四
年
の
刊
本
「
中
将
姫
本
地
」
(
喧
な
ど
に

は
、
中
将
姫
の
弟
と
呼
べ
る
人
物
は
登
場
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
将
姫
が
単

独
で
被
害
に
あ
っ
た
雲
雀
山
で
の
処
刑
未
遂
事
件
が
頻
繁
に
語
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
弟
と
共
に
巻
き
込
ま
れ
た
葛
木
山
地
獄
谷
で
の
事
件
を
扱
っ
て
い

る
作
品
も
、
見
つ
け
る
事
が
で
き
な
い
{
理
。
中
将
姫
の
弟
と
い
う
人
物
は
、

中
将
姫
物
語
に
定
着
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
で
、
中
将
姫
も
の
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
中
に
は
、
中
将
姫
の
継
母
の

実
の
娘
、

つ
ま
り
中
将
姫
の
妹
が
い
た
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
歌
舞
伎
狂
言

「
当
麻
中
将
姫
ま
ん
だ
ら
の
由
来
」
、
浄
瑠
璃
「
中
将
姫
」
、
「
当
麻
中
将
姫
」
な

ど
の
作
品
で
は
、
継
子
中
将
姫
や
そ
の
許
婚
を
排
除
し
て
、
実
の
娘
に
婿
を
と

り
、
横
侃
家
を
継
が
せ
よ
う
と
す
る
継
母
の
陣
営
と
、
中
将
姫
に
味
方
す
る
忠

臣
達
の
陣
営
の
、
激
し
い
争
い
が
描
か
れ
る
。

継
母
に
実
の
子
が
お
り
、
そ
の
子
に
家
を
継
が
せ
た
い
と
思
う
あ
ま
り
に
中

将
姫
の
暗
殺
を
企
む
と
い
う
浄
瑠
璃
の
物
語
の
構
成
は
分
か
り
ゃ
す
く
、
『
行
状

記
』
の
享
受
者
達
に
も
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
浄
瑠
璃
の
、
中
将
姫
の
継
母
に
は
実
の
子
が
お
り
、
そ
の
子
に

家
を
継
が
せ
た
い
が
た
め
に
中
将
姫
を
虐
待
す
る
と
い
う
話
の
展
開
の
住
方
を

取
り
入
れ
つ
つ
、
そ
の
実
の
子
の
性
別
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
『
行
状
記
』

執
筆
の
際
に
基
幹
と
な
る
資
料
と
し
て
い
た
「
当
麻
曇
陀
羅
疏
」

の
説
を
取
り

入
れ
て
、
男
児
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
優
秀
な
婿
が
必
要
と
な
る
女
児
よ
り
も
、
直
接
家
督
を
継
承
で
き
る

男
児
の
方
が
、
正
統
な
後
継
者
と
し
て
指
名
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
も
、
性
別
の
設
定
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
横
侃
家
の
跡
取
り
と
な
る
だ
ろ
う
息
子
を
産
み
、
す
で
に
安

定
し
た
立
場
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
息
子
と
自
分
の
た
め
に
後
継
者
の
地
位

つ臼phu
 

や
財
産
を
確
保
す
る
べ
く
、
中
将
姫
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
照
夜
の
前
の
狭
量

な
様
を
物
語
の
享
受
者
に
印
象
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
息
子
を
失
っ
て
以

降
の
場
面
で
は
、
照
夜
の
前
の
悲
し
み
ゃ
憎
し
み
の
激
し
さ
を
伝
え
や
す
く
な

る
。
そ
う
し
た
激
し
い
憎
し
み
こ
そ
が
、
中
将
姫
の
生
涯
の
転
機
と
も
な
る
最

大
の
継
子
い
じ
め
、
雲
雀
山
で
の
受
難
へ
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
、
物
語
を
自
然

に
展
開
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
。

な
お
、
『
行
状
記
』
で
は
、
も
う
一
つ
、
継
母
が
中
将
姫
を
憎
む
よ
う
に
な
る

動
機
と
し
て
、
巻
二
「
八
歳
」
の
段
に
、
宮
中
で
の
管
弦
の
宴
で
恥
辱
を
受
け



る
と
い
う
場
面
を
挿
入
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
中
将
姫
は
幼
い
な
が
ら
も

見
事
に
寧
を
演
奏
し
、
帝
や
公
卿
達
か
ら
賞
賛
を
受
け
た
の
に
対
し
、
照
夜
の

前
は
矯
と
い
う
演
奏
し
た
こ
と
の
な
い
楽
器
を
割
り
当
て
ら
れ
、
慌
て
て
女
中

に
代
役
を
務
め
さ
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
管
弦
の
宴
を
き
っ
か
け
に
照
夜
の
前
が
中
将
姫
に
対
し
て
抱
く
よ
う
に

な
っ
た
憎
し
み
と
は
、
管
弦
の
た
し
な
み
で
差
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に

対
す
る
、
同
じ
貴
族
の
女
性
と
し
て
の
嫉
妬
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
豊
寿
丸
に
家
を
継
が
せ
る
た
め
に
中
将
姫
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
こ
と
や
、
豊
寿
丸
の
死
後
、
中
将
姫
へ
の
逆
恨
み
を
募
ら
せ
る
様
子
は
、

母
親
と
し
て
、
実
の
子
を
愛
し
す
ぎ
る
が
ゆ
え
の
継
子
へ
の
憎
し
み
の
表
現
で

あ
る
。致

敬
は
、
照
夜
の
前
を
通
し
て
、
女
人
が
抱
き
が
ち
な
二
つ
の
悪
心
、
す
な

わ
ち
向
性
の
容
姿
や
才
能
へ
の
妬
み
の
心
と
、
我
が
子
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
他

の
者
に
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
心
を
描
き
、
物
語
の
受
け
取
り
手
に
、
そ
う
し

た
感
情
へ
の
戒
め
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
我
が

子
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
抱
い
て
し
ま
う
悪
心
に
対
す
る
戒
め
を
描
い
た
の
が
、

こ
の
巻
コ
二
十
歳
」

の
段
な
の
で
あ
る
。
我
が
子
を
大
切
に
思
う
た
め
に
継
子

を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
失
敗
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
我
が
子
が
死
ん
で
し
ま

う
と
い
う
因
果
応
報
の
物
語
に
は
、
十
分
な
教
訓
性
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

フ
致
敬
は
、
「
当
麻
蔓
陀
羅
疏
」
で
、
地
獄
谷
で
の
事
件
以
外
特
に
目
立
っ
た
記

述
の
な
か
っ
た
中
将
姫
の
同
腹
の
弟
を
、
照
夜
の
前
を
通
じ
て
、
子
ゆ
え
の
閤

に
陥
る
と
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
の
報
い
が
あ
る
と
い
う
教
訓
を
示
す
た

め
に
再
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
照
夜
の
前
か
ら
愛
情
を
受
け
る

実
子
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
愛
情
ゆ
え
に
照
夜
の
前
が
継
子
中
将
姫
を
毒
殺
し

よ
う
な
ど
と
企
で
な
け
れ
ば
、
生
き
て
横
侃
家
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
て
い
た
で

円
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あ
ろ
う
男
子
、
す
な
わ
ち
、
中
将
姫
に
と
っ
て
は
異
母
弟
と
し
て
、
設
定
を
変

更
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

『
行
状
記
』
巻
三
の
、
中
将
姫
の
異
母
弟
豊
寿
丸
の
死
の
場
面
は
、
中
将
姫

物
語
と
か
け
離
れ
た
出
典
で
あ
り
、
か
つ
観
音
の
霊
験
を
説
く
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
理
由
で
選
ば
れ
た
「
野
馬
台
之
起
」

の
逸
話
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も



の
で
あ
り
、

そ
こ
で
訴
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
母
親
の
我
が
子
に
対
す
る
偏
愛

へ
の
戒
め
で
あ
っ
た
。
致
敬
は
、
『
行
状
記
』
の
創
作
に
当
り
、
生
涯
独
身
を
貫

い
た
主
人
公
中
将
姫
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
な
る
、
既
婚
女
性
へ

の
教
訓
と
な
る
内
容
を
持
た
せ
る
よ
う
、
心
が
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
第
三
節
で
触
れ
た
巻
四
「
十
四
歳
」
の
章
で
も
、
『
多
田
五
代
記
』

か
ら
引
用
し
た
美
女
丸
・
幸
寿
丸
身
代
り
需
を
通
じ
て
、
親
に
背
く
美
女
丸
の

よ
う
な
子
が
生
ま
れ
る
の
は
母
親
の
前
世
か
ら
の
罪
業
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
因
果
に
よ
る
災
い
を
取
り
除
く
に
は
仏
へ
の
信
心
を
欠
か
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
、
世
の
母
親
に
対
す
る
教
訓
が
説
か
れ
て
い
た
(
宅
。
巻
一
二
「
十

歳
」
の
章
も
、
こ
れ
と
同
様
の
意
図
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

『
行
状
記
』
は
、
「
億
此
書
行
ハ
レ
パ
、
則
法
席
ヲ
張
テ
、
愚
輩
ノ
男
女
ヲ
勧

誘
シ
テ
、
厭
械
欣
浄
ノ
信
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
資
補
ト
為
者
カ
」
と
い
う
政
文
を
持

っ
、
民
衆
に
向
け
て
の
説
法
の
手
控
え
と
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
編
ま
れ
た
作

品
で
あ
る
。

そ
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
仏
の
申
し
子
・
貴
族
の
姫
君
・
若
く
し

て
出
家
し
た
尼
僧
な
ど
と
い
っ
た
、
物
語
の
享
受
者
達
と
は
縁
遠
い
立
場
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
中
将
姫
の
伝
記
に
、
庶
民
の
生
活
の
中
に
も
当
て
は
め
ら
れ
る

よ
う
な
教
訓
、
特
に
女
人
の
罪
業
と
そ
こ
か
ら
の
救
い
に
関
す
る
要
素
を
入
れ

込
む
と
い
う
目
標
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

注

(
1
)
 

以
下
『
行
状
記
』
と
略
す
。
な
お
、
『
行
状
記
』
の
引
用
に
当
た
っ

て
は
広
島
大
学
附
属
中
央
図
書
館
蔵
『
中
将
姫
行
状
記
』
(
請
求
記
号

国
文
/
1
9
2
7
/
N
)
全
七
巻
七
冊
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。

原
文
に
、
私
に
濁
点
・
句
読
点
・
か
ぎ
括
弧
を
付
し
、
必
要
な
場
合

は
傍
線
も
付
し
た
。
漢
字
へ
の
付
訓
は
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
以
外

A凶

E

F
同

υ

省
略
し
、
旧
字
体
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
割
注
は
〈

〉
に
入

れ
て
示
す
。
な
お
、
他
の
原
資
料
の
引
用
も
同
様
の
方
針
に
従
う
。

(2) 

「
野
馬
台
詩
」
は
日
本
人
に
よ
る
偽
作
と
す
る
説
は
古
く
か
ら
存

在
す
る
が
、
深
沢
徹
氏
「
河
図
・
洛
書
と
し
て
の
『
宝
誌
識
』
|
生

成
さ
れ
る
「
識
緯
」
の
言
説
・
中
国
皆

T」
(
『
説
話
文
学
研
究
』
第

二
十
九
号
、
平
成
六
年
六
月
)
に
お
け
る
、
「
野
馬
台
詩
」
は
漢
代
か

ら
現
晋
南
北
朝
に
か
け
て
行
わ
れ
た
儒
教
の
神
秘
思
想
「
識
緯
説
」

に
則
っ
た
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
中
国
で
、
仏
教
関
係
者
で
は
な
く



儒
者
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
充
分
あ
る
と
す
る
説
、
東

野
治
之
氏
「
野
馬
台
識
の
延
暦
九
年
注
」
(
『
大
阪
大
学
教
養
部
研
究

集
録

人
文
・
社
会
科
学
』
第
必
輯
、
平
成
六
年
三
月
)
や
小
峯
和

明
氏
『
『
野
馬
台
詩
』
の
謎
』
(
岩
波
書
底
、
平
成
十
五
年
)
で
触
れ

ら
れ
る
、
八
世
紀
頃
に
は
日
本
ま
で
宝
誌
和
尚
の
著
作
や
伝
説
化
さ

れ
た
姿
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
当
時
中
国
か
ら
伝
来
し
た
作
品
の
一
つ

で
あ
る
「
野
馬
台
詩
」
が
彼
と
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る

説
な
ど
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
と
す
る
主
張
も
多
い
。
な
お
、
宝
誌
和
尚
の
著
作
や
伝
説
、
そ
れ

ら
の
日
本
へ
の
伝
来
に
関
し
て
は
、
牧
田
諦
亮
氏
『
中
国
仏
教
史
研

究
』
第
二
(
大
東
出
版
社
、
昭
和
五
十
九
年
)
第
三
章
乙
篇
「
宝
誌

和
尚
伝
放
」
(
初
出
『
東
方
学
報
京
童
第
二
十
六
号
、
昭
和
三
十

年
三
月
)
に
詳
し
い
。

(
3
)
 

小
峯
氏
注

(
2
)
所
掲
書
二
八
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
 

東
野
氏
注

(
2
)
所
掲
論
文
に
よ
る
。

(
5
)
 

小
峯
氏
注

(
2
)
所
掲
書

一
五
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
最
古
の
「
歌

行
詩
」
テ
キ
ス
ト
は
享
禄
四
年
写
。

(
6
)
 

小
島
憲
之
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

本
朝
一
人
一
首
』

(
岩
波
書
底
、
平
成
六
年
)
所
収
。
原
漢
文
。
読
み
下
し
は
同
書
所

載
の
も
の
を
引
用
し
た
。
な
お
、
『
本
朝
一
人
一
首
』
で
は
、
「
俗
伝

に
又
称
は
く
、
是
よ
り
先
阿
部
仲
麻
巴
入
唐
、
武
帝
之
を
殺
す
。
其

後
吉
備
入
唐
、
仲
麻
日
霊
鬼
と
為
り
、
屡
唐
人
の
密
謀
を
以
て
吉
備

公
に
告
ぐ
。
故
に
公
死
を
免
る
る
こ
と
を
得
た
り
。
『
野
馬
台
詩
』
を

示
す
に
及
ん
で
、
鬼
来
告
げ
て
日
は
く
、
『
公
若
し
之
を
読
ま
ざ
る
と

き
は
、
即
ち
必
ず
殺
さ
れ
ん
。
然
り
と
雄
も
吾
も
亦
公
を
救
ふ
こ
と

F
同
U

F
同
U

能
は
ず
。
』
と
い
ふ
。
遥
か
に
長
谷
寺
の
観
音
に
祈
っ
て
之
を
読
む
こ

と
を
得
た
り
。
仲
麻
呂
が
入
唐
、
玄
宗
の
時
に
在
り
。
宜
し
く
明
皇

と
日
ふ
べ
し
。
武
帝
と
日
ふ
べ
か
ら
ず
。
且
つ
仲
麻
呂
留
学
数
十
年
、

寿
を
以
て
唐
国
に
終
る
。
此
等
の
謬
説
、
浮
屠
者
、
倭
漢
の
故
事
を

知
ら
ず
、
妄
り
に
孟
浪
の
言
を
吐
い
て
、
吉
備
公
を
謹
ひ
、
仏
力
を

誇
説
し
て
、
以
て
世
人
を
誤
る
。
僅
か
に
読
書
の
眼
を
具
す
る
者
、

一
見
し
て
其
の
邪
説
を
知
る
べ
き
は
、
即
ち
多
言
を
費
や
し
て
亦
益

無
し
。
」
と
、
「
野
馬
台
詩
」
解
読
請
を
否
定
す
る
見
解
も
述
べ
て
い

る



(
7
)
 

後
藤
昭
雄
氏
、
池
上
淘
一
氏
、
山
根
封
助
氏
校
注
『
新
日
本
古
典

文
学
大
系

富
家
語
』
(
岩
波
書
庖
、
平
成
九
年
)

江
談
抄

中
外
抄

所
収
。
読
み
下
し
は
本
書
に
よ
る
。
な
お
、
『
江
談
抄
』
に
は
、
古
体

を
残
す
系
統
(
古
本
系
)
と
、
後
代
に
各
章
段
を
主
題
別
に
整
理
し

た
系
統
(
類
東
本
系
)
の
二
系
統
の
伝
本
が
あ
る
。
「
吉
備
入
唐
の
問

の
事
」
は
、
類
来
本
系
に
の
み
見
ら
れ
る
章
段
で
あ
る
。
「
神
は
住
吉

大
明
神
、
仏
は
長
谷
寺
観
音
な
り
」
と
い
う
割
注
に
つ
い
て
は
、
『
新

日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
お
い
て
底
本
と
し
て
採
用
さ
れ
た
三
条
西

家
旧
蔵
本
の
み
な
ら
ず
、
『
校
本
江
談
抄
と
そ
の
研
究
』
上
巻
(
甲
田

利
雄
氏
著
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
六
十
二
年
)
に
よ
れ
ば
「
板

本
群
書
類
従
」
、
「
東
山
御
文
庫
本
」
、
「
柳
原
本
」
な
ど
、
複
数
の
伝

本
で
同
内
容
の
も
の
が
確
認
で
き
る
。

(
8
)
 

塙
保
己
一
編
・
太
田
藤
四
郎
補
『
続
群
書
類
従

第
二
十
七
輯
下

釈
家
部
』
(
続
群
書
類
従
完
成
会
、
大
正
十
五
年
)
所
収
「
巻
第
七

百
九
十
九

長
谷
寺
験
記
」
の
上
巻
第
一

「
吉
備
大
臣
於
大
唐
読
野

馬
台
帰
朝
事
」
に
よ
る
と
、
幽
閉
中
の
吉
備
真
備
が
「
野
馬
台
詩
」

を
解
読
す
る
手
立
て
を
見
つ
け
ら
れ
ず
嘆
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
南

都
元
興
寺
ノ
僧
代
智
法
師
」
が
入
唐
し
真
備
を
訪
ね
、
「
入
唐
ノ
後

日
本
和
州
城
上
郡
泊
瀬
郷
ニ
霊
木
自
然
ニ
到
来
シ
テ
。
諸
神
冥
道
資

助
ヲ
成
シ
。
往
昔
ノ
勝
地
タ
ル
事
ヲ
示
シ
テ
。
地
ヲ
引
キ
仏
ヲ
造
テ
。

厳
重
奇
異
ノ
十
一
面
観
音
自
在
菩
薩
利
生
掲
駕
ノ
道
場
出
来
セ
リ
。

是
レ
ニ
祈
リ
奉
レ
」
と
助
言
を
し
た
と
さ
れ
る
。

(9) 

高
野
義
夫
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
・
第
6
巻
』
(
勉
誠
社
、

昭
和
五
十
三
年
)
所
収
『
河
海
抄
』
巻
十
「
第
十
七

玉
霊
」
の
「
は

っ
せ
な
ん
日
の
も
と
に
あ
ら
た
な
る
し
る
し
あ
ら
は
し
給
ふ
と
も
ろ

こ
し
に
も
き
こ
え
あ
な
り
」
と
い
う
文
へ
の
注
釈
の
中
に
、
「
又
吉
備

n
h
u
 

F
同
U

大
臣
入
唐
時
長
谷
寺
観
音
住
吉
明
神
に
祈
誓
し
て
野
馬
台
を
よ
み
け

る
に
霊
場
あ
る
よ
し
江
談
に
見
え
た
り
」
と
、
「
野
馬
台
詩
」
解
読

語
が
引
か
れ
て
い
る
。

(
叩
)

小
峯
氏
注

(
2
)
所
掲
書
二
一

0
ペ
ー
ジ
。

(
日
)

以
下
、
「
野
馬
台
詩
」
お
よ
び
「
野
馬
台
之
起
」
の
本
文
に
つ
い
て

は
、
『
和
刻
本
漢
詩
集
成
』
第
十
輯
(
長
津
規
矩
也
氏
編
、
汲
古
書
院
、

昭
和
四
十
九
年
)
所
収
の
『
長
恨
歌
伝
・
長
恨
歌
・
琵
琶
行
・
野
馬

台
』
(
唐
陳
鴻
(
歌
・
琵
)
唐
白
居
易
、
〔
元
和
末
〕
刊
本
)
か
ら
引



用
し
、
適
宜
訓
読
し
た
。

(
臼
)

例
と
し
て
挙
げ
た
部
分
以
外
で
も
、
「
野
馬
台
之
起
」
の
、
阿
倍

仲
麻
呂
の
霊
が
初
め
て
吉
備
真
備
の
も
と
を
訪
れ
た
際
の
こ
と
ば

「
吾
ハ
是
先
年
ノ
遣
唐
使
、
宰
相
安
陪
中
丸
ナ
リ
。
官
貢
微
少
ナ
リ

ト
称
シ
テ
武
帝
ノ
為
ニ
殺
サ
レ
テ
恨
慨
甚
ダ
深
シ
。
故
ニ
我
巳
ニ
赤

鬼
ト
成
リ
、
荒
原
ニ
住
マ
ツ
テ
日
域
ヲ
慕
フ
。
熟
先
事
ヲ
憶
へ
パ
、

紅
涙
揚
々
タ
リ
。
君
モ
亦
タ
定
メ
テ
責
メ
ラ
ル
ベ
シ
。
此
レ
誠
ニ
側

闘
升
川
。
故
ニ
吾
汝
ヲ
シ
テ
知
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
。
」
が
、
『
行
状
記
』

の
「
其
霊
魂
鬼
ト
成
テ
、
淵
周
斗
倒
升
同
捌
到
劇
オ
。
」
と
い
う
記
述

や
「
五
口
甚
ダ
コ
レ
ヲ
側
刈
故
ニ
、
来
テ
告
ル
者
ナ
リ
。
」
と
い
う
仲
麻

日
の
せ
り
ふ
と
、
共
通
あ
る
い
は
類
似
し
た
表
現
を
持
つ
。

(
臼
)

拙
稿
「
『
中
将
姫
行
状
記
』
所
引
美
女
丸
説
話
に
つ
い
て
」
(
『
国

文
学
孜
』
第
二

O
七
号
、
平
成
二
十
二
年
九
月
)
参
照
。

(
M
)
 
致
敬
が
「
当
麻
目
安
陀
羅
疏
」
を
参
照
し
て
い
た
根
拠
と
し
て
、
『
行

状
記
』
巻
一
に
、
「
(
引
用
者
注
l
横
侃
家
に
姫
が
誕
生
し
た
こ
と
を

告
げ
る
霊
夢
を
見
て
)
衆
生
叡
感
ア
サ
カ
ラ
ズ
、
即
日
ニ
中
将
内
侍

ト
官
名
ヲ
勅
許
シ
玉
フ
。
ソ
レ
ヨ
リ
世
ミ
ナ
中
将
姫
ト
申
ア
ヘ
リ
ト

〈
憂
陀
羅
ノ
紗
物
ニ
ハ
十
三
歳
ノ
時
中
将
内
侍
ニ
補
セ
ラ
ル
ト
〉
。
」

と
あ
り
、
「
当
麻
憂
陀
羅
疏
」
で
も
横
侃
家
の
姫
は
十
三
歳
で
「
中
将

内
侍
」
と
い
う
官
名
を
賜
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
割
注
部

分
に
あ
る
「
憂
陀
羅
ノ
紗
物
」
が
「
当
麻
蔓
陀
羅
疏
」
を
指
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
四
「
十

三
歳
」
の
段
で
は
、
中
将
姫
が
和
歌
を
詠
じ
て
竜
田
川
の
鳴
動
を
止

め
る
と
い
う
奇
瑞
が
描
か
れ
る
が
、
和
歌
の
威
徳
を
示
す
例
話
と
し

て
、
比
叡
山
西
塔
東
谷
の
玉
泉
坊
と
い
う
寺
の
主
が
、
自
ら
美
し
く

ウ
d

F
h
u
 

飾
り
立
て
た
寺
に
死
後
も
執
着
し
、
悪
霊
と
な
っ
て
災
い
を
な
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
道
心
堅
固
の
僧
が
玉
泉
坊
に
宿
り
、
「
玉
ノ
泉
モ
ト
ノ

主
ハ
栖
ズ
シ
テ
上
ノ
空
ナ
ル
月
ゾ
ヤ
ド
レ
ル
」
と
詠
じ
、
そ
れ
に
感

じ
入
っ
た
悪
霊
が
消
え
う
せ
る
と
い
う
説
話
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ

の
典
拠
は
「
酉
誉
曇
陀
羅
ノ
紗
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
説

話
は
「
当
麻
蔓
陀
羅
疏
」
第
十
八
巻
所
収
の
「
玉
泉
坊
之
事
」
と
い

う
部
分
に
相
当
す
る
。

(
日
)

『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
三
巻
(
山
喜
房
書
林
、
昭
和
四
十
五
年
)

所
収
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
文
を
適
宜
訓
読
文
に
改
め
た
。



(
問
)

広
島
大
学
蔵
。
「
デ
ジ
タ
ル
郷
土
図
書
館
(
広
島
大
学
デ
ジ
タ
ル

ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
ご
に
て
画
像
を
公
開
ー
な
お
、
横
山
重
氏
編
『
室
町

時
代
物
語
集
』
第
四
(
井
上
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
)
に
翻
刻
を
所

収

(
灯
)

絵
巻
「
中
将
姫
(
仮
題
)
」
(
山
上
嘉
久
氏
蔵
)
。
慶
長
前
後
の
写

か
。
横
山
重
氏
・
松
本
隆
信
氏
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
九
(
角

川
書
庖
、
昭
和
五
十
六
年
)
に
翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
時
)

注
(
時
)
及
び
注
(
臼
)
所
掲
書
に
翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
印
)

中
将
姫
が
捨
て
ら
れ
た
雲
雀
山
の
位
置
を
、
葛
木
山
(
葛
城
山
)

と
同
じ
大
和
国
と
す
る
作
品
は
存
在
す
る
。
五
来
重
氏
は
「
当
麻
寺

縁
起
と
中
将
姫
説
話
」
(
『
五
来
重
著
作
集

第
四
巻

寺
社
縁
起
と

伝
承
文
化
』
、
法
蔵
館
、
平
成
二
十
年
、
初
出
『
文
学
』
四
五
l

一二、

岩
波
書
底
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
)

量z
の¥
待E詔

常笛
ぁ 22
た君
り ir
が tz

で
の
描
写
か
ら
、
「
金
剛
山
(
葛
城
山
)

中
将
姫
の
捨
て
ら
れ
た
所
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て

ひ
ば
り

中
将
姫
は
大
和
国
宇
陀
部
の
日
張

い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

山
に
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
と
す
る
青
蓮
寺
の

『
大
和
国
宇
多
郡
日
張
山
青
蓮
寺
縁
起
』
(
延
宝
九
年
成
立
、
青
蓮
寺

蔵
)
が
存
在
す
る
ほ
か
、
『
昭
和
五
十
七
年
度

日
本
自
転
車
振
興
会

補
助
事
業

中
将
姫
説
話
の
調
査
研
究
報
告
書
』
(
財
団
法
人
元
興
寺

文
化
財
研
究
所
、
昭
和
五
十
八
年
)
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
も
の

の
中
で
は
、
袋
中
良
定
著
『
当
曇
自
記
』
(
慶
長
十
九
年
成
立
て
そ

れ
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
唯
心
庵
伝
故
画
の
絵
伝
「
当
麻
寺
縁
起
」

(
寛
文
九
年
成
立
、
天
性
寺
蔵
)
、
玄
棟
撰
『
三
国
伝
記
』
(
永
享
三

年
ご
ろ
成
立
か
)
第
十
一
巻
二
十
七
話
の
「
和
州
片
岡
貧
者
事
当
麻

憂
茶
羅
事
」
な
ど
が
、
雲
雀
山
は
大
和
国
に
あ
っ
た
と
す
る
説
を
採

。。
F
同
υ

っ
て
い
る
。
な
お
、
『
行
状
記
』
よ
り
後
年
の
元
文
五
年
に
初
演
さ
れ

た
並
木
宗
輔
作
の
浄
瑠
璃
『
鵠
山
姫
捨
松
』
(
『
叢
書
江
戸
文
庫

H

豊
竹
座
浄
瑠
璃
集
{
二
]
』
向
井
芳
樹
氏
校
訂
、
国
書
刊
行
会
、
平
成

二
年
)
で
も
、
「
雲
井
は
る
か
に
。
羽
を
の
し
て
。
古
巣
に
帰
る
雁
金

も
。
宇
田
山
里
に
。
足
と
め
ず
。
そ
れ
も
断
中
将
姫
。
古
郷
の
空
は

封
じ
ら
れ
。
痩
せ
衰
へ
て
ひ
ば
り
山
。
」
と
、
雲
雀
山
は
大
和
国
宇
陀

郡
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(
初
)

注
(
臼
)
に
同
じ
。


